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採水年月日 採水場所 検査判定

令和７年１２月４日 岩屋浄水場 水質基準に適合

令和７年１２月４日 野牛浄水場 水質基準に適合

令和７年１２月４日 大平滝浄水場 水質基準に適合

水質検査結果のお知らせ水質検査結果のお知らせ
令和７年1２月４日に実施した水道水水質検査結果は下表のとおりです。

検査依頼先 ： （一財)青森県薬剤師会 食と水の検査センター

※令和７年４月１日から、東通村上下水道課

より委託を受けた協同組合東通村管工事協

会が、水道メーターの開閉栓業務を行いま

すのでよろしくお願いします。ご不明な点

がございましたら、☎０１７５-３３-

２３５２にてご対応させていただきます。

村内各浄化センターで、水に溶けない繊維素材、生活残飯、海草類、頭髪、プラスチック片等の不要物の混

入が、多数見受けられます。施設処理機器の故障の原因になりますので、次のことを厳守していただきますよ

うよろしくお願いします。

・水洗トイレでは、トイレットペーパーのみを使用し、水に溶けない繊維素材

（ティッシュペーパー、生理用品、紙おむつ、ウェットティッシュ、モップ等）を

流さない。

・生活残飯及び使用済食用油は、燃えるゴミとして処分し、下水道へ流さない。

（食用油は、低温で固まるため、配水管に付着し詰まりの原因になります）

・頭髪は、下水道へ流さない。

・流せるトイレクリーナーが原因で、マンホールポンプの故障が近年多発しております。

・適切な量を下水道へ流して頂くようご協力ください。

※　なお、各家庭の宅地内汚水枡を破損した場合は、早急に修繕くださるようお願いします。

また、公共枡（野花菖蒲を描いている枡）の破損及びその他相談がありましたら、上下水道課までご連

絡ください。

上下水道課

☎０１７５－３３－２３５２（内線４５３・４５６）

上下水道課からのおしらせ上下水道課からのおしらせ

《東通消防署からのお知らせ》

暖房器具の取り扱いに注意！

一段と寒さが厳しくなり、暖房器具などの火気を使用する機会が増え、火災が多く発生する傾向

にあります。村民一人一人が火災予防を心がけ、出かける前やお休み前には、もう一度火の元を確

認しましょう。

屋根の雪下ろしや除雪には十分ご注意を！

〇周囲の安全確認！

周囲の安全を確認しながら作業し、道路横断の際は特に注意しましょう。

◯水路等の転落に注意！

危険な場所を確認してから作業しましょう。

◯屋根の雪下ろしは特に注意！

屋根の上はとても滑りやすいので、雪下ろし作業は注意しながら行いましょう。

◯除雪機の事故に注意！

周囲の安全を確認しながら作業し、雪詰まりを取り除くときは必ずエンジンを停止してから取

り除きましょう。

◯体調管理に注意！

無理をせず、こまめに休憩を取りましょう。


